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平成２５年６月２５日 

復 興 事 業 局 

 

復興整備計画の変更について 

１．これまでの経緯 

・東部地域の防災集団移転促進事業における移転先の農地転用許可に関する特例を受けるため，県

と共同で復興整備計画を作成し，平成 24 年 7 月 3 日に開催した復興整備協議会で同意を得た。 

・その後，移転戸数や移転先の計画等の変更や，開発行為のみなし許可に関する事項の追記に伴い，

その変更等の内容に合わせて復興整備計画の変更を随時行っている。 

２．主な復興整備計画の変更内容 

１）土地利用方針 ：復興整備事業土地利用構想図参照 

２）計画区域   ：復興整備事業総括図参照 

３）今回追加する復興整備事業 

①（仮称）津波被災地域コミュニティ移転再建事業：事業概要１参照 

災害危険区域外の津波浸水区域から，集団で移転する事業（事業者は民間企業）における移

転先の農地転用許可に関する特例 

②（仮称）荒浜一本杉南メガソーラー事業    ：事業概要２参照 

かさ上げする県道塩釜亘理線と海岸公園の間に位置し，国直轄のほ場整備事業の対象外とな

っている区域での，太陽光発電事業（事業者は民間企業）における農地転用許可に関する特

例 

※県内で防集事業以外での集団での移転事業を，復興整備計画に位置付けるのは初めてであり，

メガソーラー事業は，石巻市，岩沼市に次ぐ 3 例目となる。 

３．関係機関との協議状況 

現在，復興整備計画の変更案について農林水産省等と事前協議中であり，協議が整い次第，復

興整備協議会に「協議申出書」を提出し，７月４日の協議会に諮る予定。なお，7 月の協議会ま

でに協議が整わない場合には，その後の直近の協議会に諮ることとする。 

４．スケジュール 

・６月２５日   復興推進本部会議 

・７月 ４日   第３回復興整備協議会の開催（公開） 

・７月１１日頃  復興整備計画の公表（市・宮城県・復興庁のホームページに掲載） 

※協議会の直前に，県が代表して復興整備協議会の開催について，記者クラブ投げ込みを行う。

（詳細については，公開の場となる復興整備協議会で情報提供を行う。） 
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I．(仮称)津波被災地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ移転再建事業 

（久保野地区） 

 

Ｈ．集団移転促進事業
（雑子袋地区）

復興整備事業総括図 

Ａ－１．集団移転促進事業 
（田子西地区） 

Ａ－２．集団移転促進事業
（田子西隣接地区） 

Ｃ．集団移転促進事業 
（七郷地区） 

Ｄ．集団移転促進事業 
（六郷地区） 

Ｅ．集団移転促進事業
（石場地区）

Ｆ－３．集団移転促進事業 
（荒井南地区） 

Ｇ．集団移転促進事業 
（仙台港背後地地区） 

Ｆ－４．集団移転促進事業 
（荒井西地区） 

Ⅱ：蒲生・港地区 

Ⅲ：南蒲生地区 

Ⅳ：新浜地区 

Ⅴ：荒浜地区 

Ⅵ：井土地区 

Ⅶ：藤塚地区 

Ｆ－２．集団移転促進事業
（荒井東地区）

Ｂ－１．集団移転促進事業
（南福室地区）

凡  例 

 

・・・・・・・復興整備計画区域 

 

・防災集団移転促進事業の 

移転先のおおむねの位置 

 

・・・・・・・移転促進区域 

 

・・・・・・・津波被災地域ｺﾐｭﾆﾃｨ移転 

再建事業の移転元区域 
 

・・・・・・・行政区域 

区画整理

事業地内 

区画整理 

事業地外 

・ 

Ⅰ：和田・西原地区 

Ｊ．(仮称)荒浜一本杉南
メガソーラー事業

（荒浜地区）

Ｂ－２．集団移転促進事業
（上岡田地区）

Ｆ－１．集団移転促進事業 
（荒井公共区画整理地区） 
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（仮称）津波被災地域コミュニティ移転再建事業の概要 

 

１．事業の目的 

平成 23 年 12 月に指定した災害危険区域の区域外となっている宮城野区新浜地区や同区南蒲

生地区の被災住民が進めている，地域のコミュニティを維持した自主的な集団移転を支援する

ため，民間事業者による移転先整備を実施する。 

 

２．市の役割 

・復興まちづくり基本計画の策定を目的に、平成 24 年度より，被災住民に対して，まちづく

りコンサルタントの派遣を実施 

・移転先の農地を事業者が取得する際の農地転用許可の特例手続きなどの実施（復興特別区域

法に基づく復興整備計画の活用） 

・（仮称）東部地域生活基盤整備事業（道路や上下水道等の必要となる公共施設整備）の実施 

・仙台市津波被災地移転住宅再建に関する補助金交付事業（住宅再建資金を借り入れる際の利

子相当額等の補助）の実施 

 

３．計画の概要 

（１）事業者   ：株式会社 オオバ（東京都目黒区青葉台四丁目４番１２－１０１） 

（２）移転する被災世帯数：１９世帯（新浜地区：１６世帯、南蒲生地区：３世帯） 

（３）事業地区  ：宮城野区福室 久保野地区（別添の「事業区域図」のとおり） 

・地権者数：９名（３１筆） 

・土地利用の状況 市街化調整区域内の農地（農振白地） 

（４）開発面積  ：約０．９ｈａ 

（５）事業期間  ：平成２５年度から平成２７年度まで（住宅建設期間含む） 

（６）総事業費  ：約２５２，０００千円 

 

４．事業スケジュール 

年 度 Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

移転先用地取得     

移転先 

測量・設計 

造成・工事 

    

住宅再建 

(利子相当額補助等) 

    

 

５．現在の進捗状況 

・移転先については，地権者と用地交渉済み。（移転者及び地権者と基本協定締結済み） 

・現在，移転先の実施設計を実施中であり，並行して公共施設管理者等との開発行為に関する

事前協議を実施中。 

 

事 業 概 要 １ 
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（仮称）荒浜一本杉南メガソーラー事業の概要 

 

１．事業の目的 

かさ上げする県道塩釜亘理線と海岸公園の間に位置し，ほ場整備事業の対象外となってい

る被災農地を活用しながら，民間事業者により，東部地域の復興に貢献する太陽光発電事業

を実施する。 

 

『当該事業による復興への貢献策について』 

地域貢献策としては，下記の内容を予定しており，その実施に際しては，本市と事業者と

の間で協定書を取り交わし，その実施状況等の確認を行うこととしている。 

（１）災害発生時には，発電される電力により，電気自動車への給電の実施や，今後整備され

る避難施設等への電力供給を行うことにより，災害時の海岸部における安全確保に貢献

する。 

（２）売電によって得られた収益の一部を基金化し，地域の農業法人等への出資を行うことに

より，「農と食のフロンティアゾーン」に位置付けられる東部地域の農業生産者が持続

的かつ発展的な農業経営を行える体制づくりに貢献する。 

２．市の役割 

事業予定農地を事業者が借地する際の農地転用許可の特例手続きの実施により，より迅速

な事業実施を支援する。（復興特別区域法に基づく復興整備計画の活用） 

３．計画の概要 

（１）事業者   ：株式会社 齋喜ビル（仙台市若林区六丁の目中町１３－３５） 

（２）発電規模  ：１，９８０Ｋwh 

（３）事業地区  ：若林区荒浜字一本杉南２１－１外（別添の「事業区域図」のとおり） 

・地権者数：約３０名（約９０筆）※借地権設定 

・土地利用の状況 市街化調整区域内の農地（農振白地） 

（４）事業区域面積：約４．４ｈａ（農地転用面積） 

（５）事業期間  ：２０年間（発電事業期間） 

（６）事業費   ：約４６０，０００千円（発電施設整備費） 

４．事業スケジュール 

年 度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

電力協議     

実施設計     

用地確保(借地)     

施設整備工事     

発電事業     

５．現在の進捗状況 

・事業予定地については，地権者と用地交渉済みである。 

・東北電力と，太陽光発電設備の接続に関する協議を行っており，基本的な部分については

概ね了解を得ている。 

事 業 概 要 ２ 
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・・・事業区域

事 業 区 域 図 
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事 業 区 域 

防災集団移転促進事業の 
移転促進区域（荒浜地区）

海岸公園区域 

水路（二郷堀） 

ほ場整備区域 
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